
１．介護保険サービス費（１割負担の場合の負担額）

１～２時間 ２～３時間 ３～４時間 ４～６時間 ６～８時間
402 385 493 615 794 *左記の金額には、サービス提供体制強化
433 444 574 730 952 加算(Ⅰ)イ　（２０円/回）を含む。
465 505 655 843 1,109
496 563 737 956 1,270 *左記の１～２時間には理学療法士等体制

529 623 818 1069 1,428 強化加算（32円/日）を含む。

２．その他サービスを希望される場合に必要な費用　（ご利用された場合に加算されます。）

 １６０ 円

 １６０ 円

 　６４ 円

 　５４ 円

 ２４６ 円/月

１０８８ 円/月

７４７ 円/月

１１８ 円

 ２５６ 円

２０４７ 円/月

２１３２ 円/月

１０６６円/月

１０７ 円

２２ 円

１３ 円

―

・７２０円／日　

・利用者の希望による特別な食事代

・行事食の追加的費用

・ご希望により日常生活に必要なものを実費でいただきます。

・おむつ　（はくパンツ６０～70円、尿とりパッド２０円 ）　

・レクリエーション等の材料費　１００円／日

介護老人保健施設うらら

食　費　（昼食・おやつ）

特別な食費

日用品費

教養娯楽費

その他の費用
・講師を招いて実施するカルチャー教室や各種クラブの活動費用 (希望者のみ）
  ( 陶芸　１,０００円／回、書道 １００円／回、手芸 １００円／回 )

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数に４．７％を乗じた単位数の一部負担額分

３．施設利用料

項　　　目 利　　　用　　　料

終了した日前1月以内に会議をし目標の達成状況と実施結果を報告する。　＊上記　生活行為リハビリ終了
後　指定通所リハビリ（うらら、他）を利用した場合は、１５％減算/日（6月以内）

送迎を行わない場合 　片道につき51円の減算　　

重度療養管理加算
要介護３以上であって、別に厚生労働大臣が定める状態であるものに
対して、医学的管理を行った場合　（頻回の喀痰吸引、胃瘻、褥瘡など）

中重度者ケア体制加算
要介護3以上の利用者が３０％以上であること。
専属の看護師を配置していること　指定基準の職員配置より１以上確保していること。

社会参加支援加算
通所リハビリの利用を終了し、その他の通所介護や社会参加している者が５％を超えている
こと。　また終了後14日～44日以内にケアマネからの退所後の情報提供を受ける。

認知症
短期集中リハビリ実施加算（Ⅰ）

退院（所）日または通所開始日から3月以内　記憶の訓練、日常生活活動の訓練な
ど。　（週２日を限度）　リハマネジ加算（Ⅰ）または（Ⅱ）を算定していること。
短期集中個別リハビリまたは生活行為リハビリ実施の場合は算定できない。

認知症
短期集中リハビリ実施加算（Ⅱ）

退院（所）日の翌日の属する月または開始から3月以内
記憶の訓練、日常生活活動の訓練など（1月に4回以上実施）
リハビリマネジ加算（Ⅱ）を算定していること。
短期集中個別リハビリまたは生活行為リハビリ実施の場合は算定できない。

生活行為向上リハビリ実施加算

開始月から３月以内
日常生活や社会参加などの生活行為の向上へむけ居宅
などの生活場面における具体的な計画を立てリハビリを
実施する。　リハビリマネジ加算（Ⅱ）を算定していること
短期集中個別リハビリ　認知症短期集中リハビリを実施の
場合は算定できない。

開始月から３月超６月以
内

リハビリマネジメント加算（Ⅱ）
開始日から6月以内 リハビリテーション計画の作成にあたり月1回以上（6月以

内）、3月に1回以上（6月超え）会議をし計画書の見直しを
する。医師がリハビリ計画を説明し同意を得る。開始日から6月超

短期集中個別リハビリ実施加算
退院（所）日または認定日から３月以内　個別にリハビリを実施
リハマネジ加算（Ⅰ）または（Ⅱ）を算定していること
認知症短期集中リハビリまたは生活行為リハビリ実施の場合は算定できない

若年性認知症利用者受入加算
受け入れた若年性認知症（６４歳まで）利用者ごとに個別の担当者を定め、ニーズに
応じたサービス提供を行う場合

入浴介助加算 入浴された場合

リハビリマネジメント加算（Ⅰ）
医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が開始後1月以内に利用者の居宅を訪
問し、診察、運動機能検査等を行い、通所リハビリテーション計画の作成と見直しを
行った場合　（月１回を限度）　（月４回以上利用）

要介護４

要介護５

栄養改善加算　　　　　　　　　　　　
個別に栄養・食事相談などを行います。　（月２回を限度）
原則３月以内、医師の判断により９０日経過後も継続可

口腔機能向上加算
個別に口腔清掃、摂取、嚥下機能訓練などの指導、実施を行います。　（月２回を限
度）原則３月以内、医師の判断により９０日経過後も継続可

通所リハビリテーション　料金表
平成２９年４月１日改定
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